
〒８７０－８５０４　大分市荷揚町２番３１号　大分市障害福祉課　医療・手当給付担当班

電話：０９７－５３７－５７８６（直通）　ＦＡＸ：０９７－５３７－１４１１

支給対象者

①身体障害者手帳を所持している方で気管カニューレを装着しており、当該
　用具の装用効果が見込める方
②難病患者等（※）で気管カニューレを装着しており、当該用具の装用効果
　が見込める方

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第１
　条に規定する特殊の疾病に該当

　令和６年４月１日より

　　　　日常生活用具給付事業に「カフ圧調整器」が対象となりました

　日常生活用具給付事業では、身体障害者手帳等をお持ちの方や難病等の方に対して、日常生活がより円

滑に行われるための用具等の購入費を支給することで、福祉の増進に資することを目的とした事業です。

　令和６年４月１日より、「カフ圧調整器」が支給の対象となりました。

「カフ圧調整器」の概要

種目名 カフ圧調整器

問い合わせ先

意見書
必要

※装用効果があるかを確認するため、申請ごとに提出する必要があります。

基準額

９８，０００円
　
※原則、１割負担となります。
　（世帯の市民税課税状況により、負担額がない場合があります。）
※基準額を超える分は、課税状況にかかわらず全額負担となります。

申請の流れ

業者

①「意見書」作成依頼

③「見積書」作成依頼

医療

機関

対象者

２～３週間ほどで送付します。

⑥決定通知が届いたら、業者と納

品の打ち合わせしてください。

※業者にも通知を送ります

②「意見書」完成

④「見積書」完成

購入前の事前申請です。

購入済のものは対象外となります。

⑤申請（各支所でも受付可）

⑥決定通知 市役所⑦自己負担支払い

⑧用具納品


